
平成 27 年 7 月 29 日 

 

 

愛知県制度融資商品「めいぎん企業力強化応援団」、 

          並びに「めいぎん成長分野応援団」の取扱い開始について 

 

名古屋銀行（頭取 中村 昌弘）は、愛知県が公募する新制度融資商品に採択された、下記の 2 商品

の取扱いを開始いたしますのでお知らせします。 

名古屋銀行はこれからも、地元事業者の皆さまを応援してまいります。 

 

記 

1. 取扱い開始  平成 27 年 8 月 3 日 

2. 愛知県新制度融資商品の概要 

①『めいぎん企業力強化応援団』 

項     目 内     容 

新 商 品 名 『めいぎん企業力強化応援団』 

融 資 対 象 者 

 

・愛知県内の中小企業事業者の方 

・下記①・②・③のいずれかに該当する個人・もしくは法人の方 

① 第二創業後 3 年以内の方 

② 新規事業開業後 3 年以内の方 

③ 海外事業展開をされる方 

融 資 限 度 額 ・2 億 8 千万円 

資 金 使 途 ・新事業（二次創業）・新規創業・海外事業展開に関する運転資金又は設備資金 

融 資 形 式 ・証書貸付 

融 資 期 間 ・5 年以上 10 年以内 

弁 済 方 法 ・分割返済（必要に応じて据え置き１年以内も可） 

融 資 利 率 

・当行所定金利（固定金利） 

5 年         年 1.6％以内 

5 年超 7 年以内  年 1.7％以内 

7 年超 10 年以内   年 1.8％以内 

担 保 ・ 保 証 人 ・担保・保証人については、当行並びに愛知県信用保証協会の所定となります 

信用保証の有・無 ・愛知県信用保証協会付保扱いでの取扱いとなる場合もあります 

信 用 保 証 料 率 ・愛知県信用保証協会指定の料率となります 

取 扱 店 舗 ・全店（子店・出張所を除く） 

※ 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了解ください。 



②『めいぎん成長分野応援団』 

項  目 内     容 

新 商 品 名 『めいぎん成長分野応援団』 

融 資 対 象 者 

 

・愛知県内の中小企業事業者の方 

・下記の成長分野①・②・③のいずれかの事業に該当する個人・もしくは法人の方 

① 健康長寿関連事業の方 

※ 医療介護機器の製造業・卸売・販売等の関連事業 

※ 医療（病院・クリニック・歯科医・訪問診療、柔道整復師・針・灸等） 

※ 介護（特別養護老人ホーム、グループホーム、ディサービス、訪問介護等）

  ※ 保育事業（障害者・幼児向け等） 

※ 上記の医療・介護・保育向け賃貸事業（一棟貸のオーナー等） 

② 次世代新産業事業の方 

※ 民生用ロボットの製造・卸売・販売・設置等の関連事業 

※ 次世代自動車関連の先進部品の製造等の関連事業 

  （ハイブリッド車、EV 車、水素自動車、グリーンディーゼル車、 

高効率エンジン車、車両の軽量化等） 

  ※ 次世代インフラ設備部品の製造・卸売・販売・設置等の関連事業 

（水素インフラ・リニア関連等） 

※ 航空・宇宙関連部品の製造・卸売・販売等の関連事業 

※ 環境関連設備・部品の製造・卸売・販売・設置・設備導入等の関連事業 

（再生可能エネルギー関連・スマートグリッド関連・環境配慮型製品関連等）

※ 知的財産を保有し、それを活用する事業 

③ 農・商・工連携事業の方 

※ 1 次産業（農林漁業）と直接取引をされている 2・3 次事業 

融 資 限 度 額 ・2 億 8 千万円 

資 金 使 途 ・成長分野事業の維持・拡大を図る運転資金又は、設備資金 

融 資 形 式 ・証書貸付 

融 資 期 間 ・5 年以上 10 年以内 

弁 済 方 法 ・分割返済（必要に応じて据え置き 1 年以内も可） 

融 資 利 率 

・当行所定金利（固定金利） 

5 年        年 1.6％以内 

5 年超 7 年以内 年 1.7％以内 

7 年超 10 年以内  年 1.8％以内 

担 保 ・ 保 証 人 ・担保・保証人については、当行並びに愛知県信用保証協会の所定となります 

信用保証の有・無 ・愛知県信用保証協会付保扱いでの取扱いとなる場合もあります 

信 用 保 証 料 率 ・愛知県信用保証協会指定の料率となります 

取 扱 店 舗 ・全店（子店・出張所を除く） 

※ 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了解ください。 

以 上 

 


